
祖
父
母
の
訪
問
権
（
く
一
ω
詳
緯
ご
昌
”
蒔
窪
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
そ
の
生
成
と
展
開
を
中
心
と
し
て
ー
ー

鈴
　
木
　
隆
　
史

一
、
は
じ
め
に

二
、
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成

　
O
　
非
監
護
親
の
訪
問
権

　
⇔
　
祖
父
母
の
訪
問
権

三
、
一
一
ユ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成
と
展
開

　
e
　
コ
モ
ン
・
ロ
ー

　
⇔
　
一
九
六
六
年
法
に
よ
る
改
革

　
◎
　
一
九
七
五
年
法
に
よ
る
改
革

四
、
終
わ
り
に

　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
日
本
に
お
い
て
は
、
祖
父
母
の
面
接
交
渉
権
の
問
題
は
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
な
い
。
祖
父
母
に
面
接
交
渉
権
を
付
与
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
存
し
な
い
し
、
ま
た
こ
の
問
題
に
触
れ
る
論
稿
も
少
い
。
わ
が
国
で
は
面
接
交
渉
権
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
存
在

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

し
な
い
た
め
、
離
婚
の
際
に
親
権
者
ま
た
は
監
護
者
と
な
ら
な
か
っ
た
親
に
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
が
争
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
し
て
も
面
接
交
渉
権
の
根
拠
や
性
質
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な
い
現
状
か
ら
し
て
、
右
の
結
果
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
一
方
ア
メ
リ
カ
に
目
を
向
け
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
面
接
交
渉
権
に
該
当
す
る
訪
問
権
（
蔚
富
ぎ
口
凝
窪
ω
）
を
裁
判
所
に
申
立
て
る

権
利
を
祖
父
母
に
認
め
る
州
立
法
が
、
特
に
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
相
次
い
で
行
な
わ
れ
た
結
果
、
現
在
で
は
四
七
州
が
祖
父
母
訪
問

　
　
　
　
　
　
（
5
）

権
法
を
有
し
て
い
る
。

　
同
じ
く
子
の
た
め
の
親
子
法
を
標
榜
し
な
が
ら
、
両
国
に
お
け
る
対
照
的
な
対
応
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ア
メ
リ
カ
で
は
監
護
権
を
有
し
な
い
親
（
以
下
で
は
非
監
護
親
と
略
称
す
る
）
に
原
則
と
し
て
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
か
る
現
実
を

抜
き
に
し
て
祖
父
母
の
訪
問
権
の
み
を
論
ず
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
当
初
は
日
本
の
よ
う
に
親
の
訪
問

権
の
み
を
承
認
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
現
在
で
は
、
そ
れ
自
体
子
に
と
っ
て
独
自
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
祖
父
母
の
訪
問
権
に
固
有

の
意
義
を
承
認
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
の
は
「
子
の
最
良
の
利
益
」
が
そ
れ
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
り
、

逆
に
「
子
の
最
良
の
利
益
」
が
要
求
す
れ
ば
訪
問
権
者
は
非
監
護
親
に
限
ら
れ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祖
父

母
の
訪
問
権
の
承
認
の
過
程
は
、
訪
問
権
を
親
の
専
有
権
と
し
て
見
る
立
場
か
ら
子
の
最
良
の
利
益
に
基
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
と
し
て

見
る
立
場
へ
と
い
う
訪
問
権
観
の
変
遷
の
歴
吏
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
背
景
と
し
て
、
親
の
権
利
優
先
原
理
か
ら
子
の
最
良
の
利
益
原
理

へ
の
転
換
が
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
祖
父
母
の
訪
問
権
と
親
の
訪
問
権
と
は
次
元
を
異
に
す
る
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
両
者
を
同
一
に

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
者
と
も
子
の
成
長
発
達
を
保
障
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
権
利
で
あ
り
、
そ
の
目
指
す
も
の
を
同
じ
く

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
メ
リ
カ
の
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成
と
展
開
の
過
程
を
辿
る
こ
と
は
、
単
に
祖
父
母
の
訪
問
権
の
み
な
ら
ず
親

の
訪
問
権
の
持
つ
意
味
や
訪
問
権
一
般
を
理
解
す
る
こ
と
の
一
助
と
な
ろ
う
し
、
日
本
に
お
け
る
面
接
交
渉
権
の
議
論
を
再
検
討
す
る
糸

口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
本
稿
で
は
、
ま
ず
非
監
護
親
の
訪
問
権
の
取
扱
い
を
参
照
し
（
二
〇
）
、
次
い
で
ア
メ
リ
カ
法
一
般
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生

成
過
程
を
概
観
す
る
（
二
⇔
）
。
そ
し
て
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成
と
展
開
を
具
体

的
に
考
究
し
（
三
）
、
最
後
に
祖
父
母
訪
問
権
法
の
意
義
と
そ
の
影
響
力
等
に
つ
い
て
総
括
す
る
こ
と
に
す
る
（
四
）
。

二
　
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成

O
　
非
監
護
親
の
訪
問
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
訪
問
が
子
の
不
利
益
に
な
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
非
監
護
親
に
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
。
例
え
ば
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
婚
姻
の
無
効
も
し
く
は
取
消
、
別
居
、
離
婚
、
ま
た
は
監
護
権
も
し
く
は
訪
問
権
を
求
め
る
裁
判
手
続
に
お
い
て
、

裁
判
所
が
当
該
事
件
お
よ
び
当
事
者
の
事
情
な
ら
び
に
子
の
最
良
の
利
益
を
斜
酌
し
た
上
で
、
そ
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
正
当
と
判
断
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
場
合
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
非
監
護
親
の
訪
問
権
は
、
極
め
て
尊
重
に
値
す
る
権
利
で
あ
る
と
一
般
に
言
わ
れ
る
。
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
子
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

益
を
促
進
す
る
こ
と
に
基
く
か
ら
、
監
護
紛
争
一
般
に
お
け
る
と
同
様
、
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
親
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

不
適
格
で
あ
っ
た
り
、
訪
問
が
子
の
利
益
に
反
す
る
場
合
に
は
、
訪
問
権
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
監
護
権
を
付
与
す
る
か
否
か
の
決

定
が
子
の
日
常
的
な
養
育
に
関
す
る
責
任
者
を
決
定
す
る
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
訪
問
権
を
付
与
す
る
か
否
か
の
決
定
が
子
と
の
交
流

を
維
持
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
だ
け
を
決
定
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
子
の
最
良
の
利
益
の
内
容
た

る
基
準
は
当
然
に
異
な
り
、
訪
問
権
に
関
し
て
は
監
護
権
に
関
す
る
場
合
よ
り
も
右
基
準
が
緩
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
（
1
3
）

果
、
訪
問
権
が
非
監
護
親
に
通
常
付
与
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
非
監
護
親
の
訪
問
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
監
護
権
の
一
種
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
訪
問
権
を

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

監
護
権
の
縮
小
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
は
そ
の
裁
量
で
訪
問
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
後
述

の
如
く
祖
父
母
固
有
の
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
範
囲
が
拡
張
し
た
結
果
、
祖
父
母
の
訪
問
権
は
、
非
監
護
親
の
訪
問
権
に
当

然
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⇔
　
祖
父
母
の
訪
問
権

（
1
）
　
コ
モ
ン
・
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
で
は
、
監
護
権
を
有
す
る
親
が
、
未
成
年
の
子
の
行
動
を
決
定
し
監
督
す
る
基
本
的
な
権
利
を
有
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
州
が
家
庭
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
親
の
権
限
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
、
祖
父
母
は
、
親
が
同
意
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

は
と
も
か
く
、
親
が
反
対
す
る
場
合
に
子
を
訪
問
す
る
権
利
を
裁
判
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
祖
父
母
の
訪
問
権
に
つ
い
て
の
初
の
ケ
ー
ス
と
し
て
知
ら
れ
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
留
8
0
邑
8
鉱
菊
o
厨
判
決
は
、
死
亡
し
た
母
方

の
祖
母
が
、
父
に
子
ら
を
訪
問
さ
せ
る
命
令
を
裁
判
所
に
求
め
た
事
例
で
あ
っ
た
が
、
祖
父
母
に
子
の
訪
問
を
認
め
る
親
の
義
務
は
、
道

徳
的
な
も
の
で
あ
っ
て
法
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
親
が
不
適
格
で
あ
る
こ
と
の
立
証
な
く
し
て
裁
判
所
は
家
庭
紛
争
に
介
入

す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
亡
母
方
の
祖
母
か
ら
監
護
権
者
で
あ
る
父
を
相
手
方
と
し
て
な
さ
れ
た
訪
問
権
の
申
立
て
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

し
た
。
こ
の
判
決
以
降
に
下
さ
れ
た
各
州
の
諸
判
決
は
、
更
に
幾
つ
か
の
否
定
理
由
を
付
け
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
ω
裁
判
所
が
祖
父
母

に
訪
問
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
親
の
権
利
の
分
割
を
意
味
し
、
親
の
権
利
を
侵
害
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
、
㈹
親
と
祖
父
母
と
の
争
い

に
子
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
子
の
最
良
の
利
益
は
促
進
さ
れ
な
い
こ
と
、
侮
親
と
祖
父
母
と
の
争
い
を
裁
く
者
は
親
自
身
で
あ
り
、

親
は
訪
問
を
否
定
す
る
理
由
す
ら
示
す
必
要
が
な
い
こ
と
、
伽
通
常
の
家
族
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
手
段
は
自
然
の
絆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
介
入
で
は
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
に
基
き
、
裁
判
所
は
子
の
養
育
に
関
す
る
親
の
権
利
を
非
常
に
尊
重
し
た
。
そ
の
結
果
、
祖
父
母
と
監
護
親
と
の
間



に
訪
問
に
関
す
る
合
意
が
存
し
て
い
た
場
合
や
、
祖
父
母
が
子
と
同
居
し
て
き
た
場
合
な
ど
の
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
は
、
裁
判
所
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

訪
問
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
子
に
対
し
て
祖
父
母
が
演
じ
る
独
自
の
役
割
の
重
要
性
、
子
の
養
育
に
対
す
る
親
の
権
利
の
義
務
的
性
格
な
ら
び
に
冒
8
霧

饗
巳
器
と
し
て
子
を
保
護
す
べ
き
州
の
義
務
を
裁
判
所
が
認
識
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
祖
父
母
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ

（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
転
換
を
も
た
ら
し
た
社
会
的
背
景
と
し
て
は
、
子
の
出
生
数
の
減
少
と
離
婚
率
の
上
昇
に
よ
り
、
祖
父
母
と
監
護

親
と
の
間
で
孫
を
巡
る
争
い
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
離
婚
等
に
よ
っ
て
親
を
失
っ
た
子
の
被
る
心
理
的
不
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

益
の
重
大
さ
と
そ
の
よ
う
な
子
に
と
っ
て
精
神
的
安
定
性
の
二
ー
ド
が
大
き
い
こ
と
を
実
証
す
る
心
理
学
や
社
会
学
の
研
究
が
進
展
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

あ
る
い
は
監
護
事
件
一
般
に
お
い
て
子
の
最
良
の
利
益
原
理
が
優
勢
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
理
論
的
裏
付
け
を
提
供
し
た
。

（
2
）
　
立
法
に
よ
る
改
革

　
（
1
）
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
子
の
親
が
反
対
す
る
場
合
に
も
祖
父
母
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
の
変
更
を

意
味
す
る
た
め
、
祖
父
母
の
訪
問
権
を
保
障
す
る
に
は
、
最
終
的
に
立
法
に
よ
る
改
革
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
祖
父
母
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
る
立
法
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
数
州
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
後
右
立
法
を
有
す
る
州
が
漸
増
し
、
そ
の
結
果
一
九
八
三
年
現
在
で
は
実
に
四
七
州
が
祖
父
母
訪
問
権
法
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
親
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
る
州
が
多
か
っ
た
が
、
両
親
の
婚
姻
の
無
効
・
取
消
や
離
婚
の

　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

場
合
等
に
も
広
く
認
め
る
州
が
増
え
て
き
て
い
る
。
訪
問
権
付
与
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
大
半
の
州
が
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
を
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

用
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

祖
父
母
の
訪
問
権

一
九



早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）

三
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ユ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成
と
展
開

一
二
〇

e
　
コ
モ
ン
・
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
も
、
当
初
は
親
の
意
思
に
反
し
て
祖
父
母
が
訪
問
権
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
六
六
年
の
立

法
改
革
ま
で
に
下
さ
れ
た
九
件
の
裁
判
例
の
う
ち
、
二
件
を
除
き
す
べ
て
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
中
で
四

番
目
に
下
さ
れ
た
2
0
犀
判
決
は
、
初
期
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
。

　
2
亀
判
決
（
④
）
は
、
父
死
亡
後
、
父
方
祖
父
母
が
母
を
相
手
方
と
し
て
子
に
対
す
る
訪
問
権
を
求
め
た
申
立
て
を
認
め
た
原
判
決
を

破
棄
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
短
8
窃
冨
鼠
8
と
し
て
の
裁
判
所
の
介
入
が
子
の
福
祉
に
と
っ
て
必
要
な
と
き
に
は
」
、
祖
父
母

が
訪
問
権
を
申
立
て
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
が
、
本
件
は
そ
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
訪
問
が
限
ら
れ
た
期
間
内
の
監
護
で
あ

る
と
い
う
理
論
に
基
け
ば
、
…
…
訪
問
は
そ
の
限
り
で
、
監
護
の
適
格
性
を
疑
わ
れ
て
い
な
い
親
が
与
え
ら
れ
て
い
る
完
全
な
監
護
権

t
対
世
的
最
高
権
で
あ
る
監
護
権
1
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
「
夫
の
死
亡
に
よ
り
、
〔
子
の
養
育
に
関
す
る
〕
唯
一
の
権
限
と

意
思
は
、
母
に
存
在
す
る
。
…
…
母
が
、
子
の
適
格
に
し
て
自
然
的
か
つ
法
的
な
監
護
者
で
あ
っ
て
、
申
立
人
ら
の
訪
問
に
反
対
し
て
お

り
、
か
つ
〔
子
と
〕
祖
父
母
と
の
交
流
の
継
続
が
、
子
の
福
祉
、
満
足
、
心
の
平
穏
お
よ
び
幸
福
に
よ
っ
て
必
須
の
も
の
と
さ
れ
な
い
場

合
、
た
と
え
福
祉
の
向
上
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
轡
な
き
親
の
反
対
に
拘
ら
ず
、
子
の
道
徳
的
で
暫
定
的
な
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
た

め
だ
け
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

　
同
じ
く
否
定
の
立
場
を
採
り
な
が
ら
も
、
Z
亀
判
決
の
前
の
裁
判
例
と
後
の
裁
判
例
と
は
理
由
付
け
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
Z
色

判
決
前
の
諸
判
決
が
、
適
格
な
親
の
権
利
を
尊
重
す
ぺ
き
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
に
対
し
、
2
色
判
決
以
降
の
諸
判
決
は
、
子
の
最
良
の

利
益
に
反
し
な
い
限
り
裁
判
所
が
親
の
監
護
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
、
子
の
最
良
の
利
益
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
れ
ば



裁
判
所
が
祖
父
母
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
訪
問
権
否
定
判
決
の
中
で
、
Z
o
一
一
判
決
を
契
機
と
し

て
親
の
権
利
優
先
原
理
か
ら
子
の
最
良
の
利
益
原
理
へ
の
転
換
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
り
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
点
で
は
、

あ
く
ま
で
も
監
護
権
の
一
部
と
し
て
訪
問
権
が
理
解
さ
れ
て
い
た
た
め
、
た
と
え
子
の
最
良
の
利
益
原
理
を
採
用
し
て
も
、
訪
問
権
の
付

与
に
は
抑
制
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
、
親
の
意
思
に
反
し
て
祖
父
母
の
訪
問
権
を
認
め
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
肯
定
判
決
で
あ
る
0
8
鶏
巳
判
決
（
③
）
と
》
ロ
8
醤
0
5
判
決
（
⑨
）
も
、
以
上
の
立
場
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

両
判
決
と
も
、
子
の
福
祉
が
支
配
的
考
慮
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
訪
問
権
を
認
め

た
が
、
父
が
精
神
病
院
に
入
院
中
に
、
既
に
訪
問
権
付
与
命
令
を
得
て
い
た
父
方
祖
父
母
が
母
に
よ
っ
て
訪
問
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
改

め
て
訪
問
権
の
付
与
を
申
立
て
た
と
い
う
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⇔
　
一
九
六
六
年
法
に
よ
る
改
革

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
以
上
の
よ
う
な
諸
判
決
を
背
景
と
し
て
、
一
九
六
六
年
に
初
め
て
祖
父
母
に
訪
問
権
の
申
立
権
を
認
め
る
立
法
を

　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
3
4
）

行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
家
族
関
係
法
第
七
二
条
（
客
ド
U
o
器
閑
曽
’
い
》
毛
㈱
謡
（
霞
o
評
5
昌
）
）
は
、
ω
子
の
親
の

一
方
ま
た
は
双
方
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
、
死
亡
し
て
い
る
親
の
親
で
あ
る
祖
父
母
に
の
み
申
立
て
を
許
し
、
㈹
当
該
訪
問
が
子
の
最

良
の
利
益
を
促
進
す
る
場
合
に
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
死
亡
し
た
親
の
靴
に
祖
父
母
が
足
を
踏
み

入
れ
る
か
の
よ
う
に
、
死
亡
し
た
親
代
わ
り
と
し
て
祖
父
母
が
訪
問
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
同
条
の
立
法
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
孫
を
訪
問
す
る
権
利
は
裁
判
所
の
裁
量
の
み
に
基
く
。
裁
判
所
は
、

訪
問
が
孫
の
最
良
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
祖
父
母
の
申
立
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
唯
一
の
わ
が
子
を
失

っ
た
祖
父
母
に
孫
を
訪
問
す
る
権
利
を
申
立
て
る
機
会
を
与
え
る
立
法
が
存
し
な
い
た
め
に
、
祖
父
母
が
孫
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
た
ら
、
何
と
い
う
悲
劇
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
同
条
が
祖
父
母
の
救
済
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
凶
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

　
右
改
正
法
に
よ
り
、
祖
父
母
の
訪
問
権
が
制
定
法
上
承
認
さ
れ
た
結
果
、
判
例
法
上
の
争
点
も
、
祖
父
母
の
訪
問
権
を
認
め
る
こ
と
自

体
の
是
非
か
ら
、
祖
父
母
の
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
親
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
ぺ
き
か
、
と
い
う
訪
問
権
承
認
の
範
囲

へ
と
移
り
変
わ
っ
た
。
特
に
同
法
が
、
子
が
養
子
収
養
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

た
た
め
、
同
法
施
行
後
に
下
さ
れ
た
判
決
の
多
く
は
こ
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
子
が
養
子
収

養
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
祖
父
母
の
訪
問
権
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
に
つ
い
て
、
子
の
養
子
収
養
の
前
後
に
分
け
て
判
決
を
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
養
子
収
養
前
に
祖
父
母
が
訪
問
権
を
付
与
さ
れ
て
い
た
事
例
で
は
、
養
親
が
親
族
の
場
合
（
⑩
）
と
継
親
の
場
合
（
⑫
）
の
い
ず
れ
も

訪
問
権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訪
問
権
付
与
命
令
は
、
「
性
質
上
せ
い
ぜ
い
暫
定
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
常
に
再
検
討
さ
れ

変
更
さ
れ
う
る
」
が
、
「
養
子
収
養
は
そ
も
そ
も
、
暫
定
的
な
関
係
と
は
区
別
さ
れ
る
永
続
的
な
関
係
を
創
設
す
る
た
め
の
手
続
で
あ

〔
る
か
ら
〕
…
監
護
お
よ
び
訪
問
に
関
す
る
従
前
の
す
ぺ
て
の
暫
定
的
命
令
は
、
養
子
収
養
に
よ
っ
て
当
然
に
失
効
す
る
」
（
⑩
）
。
ま
た
訪

問
権
付
与
命
令
は
「
子
に
対
す
る
永
久
的
な
権
利
を
〔
祖
父
母
〕
に
付
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
、
訪
問
権
の
存
続
を
認
め
る
こ
と
は

「
公
序
（
窟
霞
o
宕
匡
昌
）
に
反
す
る
」
（
⑫
）
と
す
る
。
さ
ら
に
養
子
収
養
後
の
訪
問
権
付
与
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
養
子
収
養
に
対

す
る
強
力
な
障
害
」
（
⑩
）
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
否
定
し
た
。

　
養
子
収
養
後
の
訪
問
権
の
申
立
て
の
事
例
は
、
二
件
と
も
継
親
に
よ
る
養
子
収
養
の
事
例
で
あ
っ
た
が
、
否
定
判
決
（
⑮
）
と
訪
問
権

付
与
の
可
能
性
を
認
め
る
差
戻
判
決
（
⑬
）
と
に
分
か
れ
た
。
否
定
判
決
は
、
前
掲
⑩
・
⑫
判
決
と
は
異
な
り
、
訪
問
が
子
の
最
良
の
利

益
に
な
る
と
き
に
は
訪
問
権
を
付
与
す
る
裁
量
権
を
裁
判
所
が
有
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、
監
護
権
者
と
祖
父
母
と
の
間
に
不

和
が
存
す
る
こ
と
や
、
祖
父
母
が
子
と
接
触
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
訪
問
権
を
付
与
し
な
か
っ
た
。
差
戻
判
決
は
、
前

述
し
た
第
七
二
条
の
立
法
目
的
を
重
視
し
、
養
子
収
養
を
妨
害
し
な
い
場
合
に
ま
で
実
方
家
族
と
の
関
係
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
し



て
、
養
子
収
養
に
よ
っ
て
祖
父
母
の
申
立
て
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
訪
問
が
子
の
最
良
の
利
益
に
な
る

か
否
か
の
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
に
事
件
を
差
戻
し
た
。

　
こ
の
他
に
、
実
親
が
生
存
中
の
訪
問
権
申
立
て
に
つ
い
て
も
判
断
さ
れ
て
い
る
が
（
⑪
）
、
当
該
裁
判
所
は
、
第
七
二
条
が
親
死
亡
の
場

合
に
し
か
申
立
権
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
訪
問
権
を
付
与
し
な
か
っ
た
。

日
　
一
九
七
五
年
法
に
よ
る
改
革

（
1
）
　
制
定
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
（
3
8
）

　
右
の
諸
判
決
に
影
響
さ
れ
て
、
一
九
七
五
年
に
裁
判
所
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
た
。
即
ち
一
九
七
五
年
法
は
、
働
申
立
人
で
あ
る
祖
父
母

が
、
死
亡
し
た
親
の
親
で
あ
る
こ
と
を
不
要
と
し
、
さ
ら
に
働
親
の
死
亡
の
ほ
か
に
、
「
エ
ク
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
介
入
が
相
当
と
み
な
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
事
情
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
当
該
状
況
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
こ
と
を
申
立
事
由
に
追
加
し
た
。

　
立
法
者
は
、
右
改
正
が
、
「
〔
第
七
二
条
を
〕
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
や
、
ひ
い
て
は
社
会
に
対
し
て
計
り
知
れ
な
い
有
益
な
結
果
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
が
〔
親
死
亡
の
場
合
以
外
に
も
〕
幾
つ
も
存
在
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
右
改
正
は
祖
父
母
の
申
立
権
の
拡
張
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
祖
父
母
の
訪
問
権
の
性
格
の
質
的
転
換
を
も

た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
i
上
、
親
の
道
徳
的
義
務
と
し
て
親
が
同
意
す
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
訪
問
権
が
、

一
九
六
六
年
法
に
よ
り
、
親
が
死
亡
し
た
場
合
に
死
ん
だ
親
代
わ
り
と
し
て
の
資
格
で
生
存
親
の
意
思
に
反
し
て
も
認
め
ら
れ
る
権
利
と

な
り
、
更
に
一
九
七
五
年
法
に
よ
り
、
親
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
換
言
す
れ
ば
親
の
生
死
や
親
が
実
親
で
あ
る
か
養
親
で
あ
る
か
を
問

う
こ
と
な
く
、
子
と
祖
父
母
と
の
直
接
の
関
係
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
承
認
さ
れ
る
祖
父
母
固
有
の
権
利
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立

場
こ
そ
、
子
の
最
良
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
祖
父
母
の
訪
問
が
子
に
と
っ
て
重
要
か
つ
独
自
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を

承
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
の
最
良
の
利
益
と
い
う
最
高
原
理
の
下
で
は
親
の
監
護
権
が
必
ず
し
も
祖
父
母
の
訪
問
権
に
優
先
す
る
も
の

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



　
　
　
早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
至
り
、
祖
父
母
は
初
め
て
固
有
の
権
利
と
し
て
の
訪
問
権
を
求
め
る
資
格
を
得
た
が
、
実
際
に
祖
父
母
の
訪
問
権
が
付
与
さ
れ

る
か
否
か
は
、
子
の
最
良
の
利
益
基
準
の
下
で
個
別
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
一
九
七
五
年
法
以

降
の
諸
判
決
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
　
判
決

　
判
決
一
七
件
の
内
訳
は
、
肯
定
判
決
十
件
、
差
戻
判
決
五
件
お
よ
び
否
定
判
決
二
件
で
あ
り
、
従
来
と
比
ぺ
訪
問
権
付
与
に
積
極
的
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
否
定
判
決
（
⑳
・
⑳
）
は
、
と
も
に
他
人
に
よ
る
養
子
収
養
の
事
例
で
あ
り
（
⑳
は
収
養
手
続
中
）
、
祖
父
母
は
子
に
会
っ
た
こ
と
も

な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
の
下
で
、
子
と
何
ら
有
益
な
関
係
を
有
し
て
い
な
い
祖
父
母
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
こ

と
は
、
養
子
収
養
を
妨
げ
、
子
の
最
良
の
利
益
と
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
差
戻
判
決
と
肯
定
判
決
の
中
で
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ピ
o
準
霧
瓢
判
決
（
⑰
）
と
ω
筐
2
判
決
（
⑳
）
で
あ
る
。
ピ
o
ギ
o
豊

判
決
（
⑰
）
は
、
子
の
母
と
祖
父
母
と
の
不
和
自
体
は
訪
問
権
を
否
定
す
る
正
当
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
「
〔
第
七
二
条
は
〕
祖
父
母
に
絶
対
的
な
当
然
の
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
。
そ
の
背
後
に
あ
る
意
図
は
、
当

州
に
居
住
す
る
子
を
訪
問
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
祖
父
母
が
主
張
す
る
た
め
の
手
続
上
の
手
段
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
－

…
訪
問
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
は
、
裁
判
所
の
裁
量
の
み
に
委
ね
ら
れ
、
最
終
的
に
は
子
の
最
良
の
利
益
の
た
め
に
何
が
要

求
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
ω
崔
2
判
決
（
⑳
）
は
、
両
親
死
亡
後
父
方
祖
父
母
に
養
子
収
養
さ
れ
た
子
に
対
す
る
母
方
祖
母
の
訪
問
権
を
認
め
た
。
同
判
決
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
第
七
二
条
は
、
孫
と
祖
父
母
と
の
交
流
が
子
の
最
良
の
利
益
と
な
り
、
養
親
子
関
係
を
不
当
に
妨
害
し
な
い
場



合
に
、
祖
父
母
が
孫
と
の
交
流
を
求
め
る
権
利
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
」
か
ら
、
養
子
収
養
に
よ
っ
て
申
立
て
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
「
養
子
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
そ
の
実
方
家
族
と
断
絶
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
…
－
〔
実
方
家
族
と
の
断
絶
に
養
子
が
適
応
で
き
な

い
場
合
〕
、
実
方
家
族
と
の
絆
は
、
法
的
一
貫
性
の
要
請
自
体
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
そ
れ
ゆ
え
「
子
の
最
良
の
利
益

に
か
な
う
場
合
に
は
、
一
定
の
限
ら
れ
た
状
況
の
下
で
祖
父
母
が
子
の
成
長
に
引
き
続
き
関
与
す
べ
き
で
あ
る
と
、
州
が
窓
8
3
短
民
器

と
し
て
の
役
割
に
よ
り
決
定
し
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
養
親
の
反
対
に
拘
ら
ず
祖
父
母
の
訪
問
を
認
め
て
も
、
養
親
家
庭
の
完
全
性
を

違
憲
に
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

　
右
に
み
た
二
判
決
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
七
五
年
法
施
行
後
の
諸
判
決
は
、
祖
父
母
の
訪
問
権
を
文
字
通
り
子
の
最
良
の
利

益
を
促
進
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
祖
父
母
固
有
の
権
利
と
し
て
捉
え
て
そ
の
申
立
権
を
手
続
的
に
広
く
保
証
し
た
上
で
、
個
々
の
事
例

に
お
い
て
祖
父
母
の
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
か
否
か
は
子
の
最
良
の
利
益
の
観
点
か
ら
裁
判
所
が
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
立
場

を
と
っ
て
い
る
。

（
3
）
　
諸
判
決
の
事
項
別
分
析

a
　
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
た
裁
判
例
に
お
け
る
親
の
状
況

　
ω
親
の
死
亡
（
⑳
）
、
㈹
親
の
離
婚
（
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑫
）
、
面
子
の
養
子
収
養
（
⑱
、
⑳
）
、
御
そ
の
他
（
両
親
が
健
在
で
あ
る

が
、
そ
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
入
院
し
て
い
た
り
、
監
護
を
怠
っ
て
い
た
り
し
て
、
子
の
監
護
が
十
分
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
の
ほ

か
、
監
護
に
全
く
問
題
が
な
く
円
満
な
家
庭
を
築
い
て
い
る
場
合
も
含
ま
れ
る
）
の
四
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
0
の
～
圃

の
場
合
に
し
か
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
（
な
お
、
訪
問
権
を
付
与
し
た
⑯
・
⑳
の
二
判
決
は
、
事
案
の
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
た

め
、
こ
こ
に
含
め
て
い
な
い
）
。

　
一
九
七
五
年
法
の
影
響
が
顕
著
に
現
わ
れ
た
の
は
、
㈹
と
倒
の
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
㈹
の
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
第
七

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

二
条
の
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
権
限
に
基
き
（
⑳
）
、
親
の
離
婚
の
事
例
す
べ
て
に
お
い
て
訪
問
権
を
付
与
し
た
。
た
だ
し
、
す
べ
て
祖
父
母

が
子
と
同
居
ま
た
は
面
接
し
て
い
た
事
例
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

　
価
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
の
他
人
に
よ
る
養
子
収
養
、
ω
継
親
に
よ
る
養
子
収
養
、
㈲
親
族
に
よ
る
養
子
収
養
の
三
つ
の
場
合

が
あ
り
う
る
が
、
実
際
に
は
↑
り
（
⑳
）
と
⑰
（
⑳
）
の
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
九
七
五
年
ま
で
の
状
況
に
対
比
す
る

と
、
裁
判
所
が
継
親
養
子
お
よ
び
親
族
養
子
に
対
す
る
祖
父
母
の
訪
問
権
に
好
意
的
な
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

判
所
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
前
述
の
ω
崖
亀
判
決
（
⑳
）
で
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
他
人
に
よ
る
養
子
収
養
の
事
例
で
訪
問

権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
（
⑳
、
⑳
）
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
子
が
従
来
の
環
境
と
異
な
る
全
く
新
た
な
家
庭
に
収
養

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
つ
祖
父
母
と
子
と
が
交
流
を
通
じ
て
愛
情
関
係
を
形
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
祖
父
母
の
訪
問
権
を
認
め
て
も

養
親
子
関
係
の
不
当
な
妨
害
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
御
の
場
合
に
お
け
る
肯
定
判
決
は
存
し
な
い
が
、
両
親
の
そ
ろ
っ
た
家
庭
（
ぎ
冨
9
富
B
ξ
）
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
祖
父
母
は

訪
問
が
子
の
最
良
の
利
益
で
あ
る
こ
と
の
立
証
の
機
会
を
認
め
ら
れ
る
と
す
る
差
戻
判
決
（
⑳
）
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

b
　
訪
問
権
付
与
の
基
準

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
子
の
最
良
の
利
益
の
観
点
か
ら
の
み
決
定
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
（
⑰
、
⑱
等
）
。
祖
父

母
は
、
訪
問
が
子
の
最
良
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
立
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
監
護
事
件
に
お
け
る
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
の
適
用
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
多
く
の
判
決
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
ω
鼠
注
o
昂

判
決
（
⑳
）
は
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
監
護
事
件
と
訪
問
事
件
は
共
に
子
の
最
良
の
利
益
基
準
を
用
い
る
か
ら
、
監
護
事

件
で
用
い
ら
れ
る
『
安
全
、
継
続
な
ら
び
に
中
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
長
期
の
安
定
』
と
い
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
訪
問
事
件
に
も
適
用
さ

れ
る
が
、
祖
父
母
の
訪
問
事
件
で
は
、
さ
ら
に
『
有
意
義
な
愛
情
と
尊
重
（
目
＄
ロ
ぼ
臓
包
睦
o
＆
8
彗
畠
8
鵬
畦
ユ
）
』
と
い
う
新
た
な
ス



タ
ン
ダ
ー
ド
が
追
加
さ
れ
る
と
す
る
。

　
監
護
が
子
の
日
常
的
な
養
育
に
対
す
る
子
の
広
範
な
二
ー
ズ
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
訪
問
は
短
期
反
復
的
に
子
の
継
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

的
関
係
に
対
す
る
二
ー
ズ
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
そ
の
目
的
を
異
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
訪
問
事
件
で
は
子
と
祖
父

母
と
の
関
係
が
子
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
判
断
さ
れ
る
結
果
、
同
じ
子
の
最
良
の
利
益
基
準
を
適
用
し

て
も
、
監
護
事
件
に
お
け
る
よ
り
は
そ
の
適
用
が
緩
か
な
も
の
と
な
ろ
う
。
一
方
、
祖
父
母
は
親
と
比
ぺ
て
子
の
養
育
に
関
与
す
る
程
度

は
低
く
、
子
と
の
親
密
度
が
弱
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
監
護
親
が
原
則
と
し
て
訪
問
権
を
付
与
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

祖
父
母
は
親
の
監
護
権
や
非
監
護
親
の
訪
問
権
を
害
し
な
い
限
度
で
訪
問
権
を
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
祖
父
母
が

訪
問
権
を
有
す
る
た
め
に
は
、
子
と
有
意
義
な
愛
情
関
係
を
有
し
て
き
た
こ
と
を
要
求
し
、
そ
の
よ
う
な
祖
父
母
の
訪
問
こ
そ
子
の
最
良

の
利
益
と
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
ω
冨
亀
o
屋
判
決
（
⑳
）
の
立
場
は
、
正
当
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。

c
　
子
と
祖
父
母
と
の
関
係

　
子
と
祖
父
母
と
の
関
係
は
、
ω
同
居
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
（
⑳
一
年
、
⑳
一
年
、
⑳
三
年
）
、
倒
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
（
⑰
、

⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳
。
な
お
⑳
と
⑫
と
は
訪
問
権
付
与
命
令
を
得
て
い
た
事
例
）
、
遡
訪
問
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
（
⑳
、
⑳
、
⑳
）

に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
樹
の
⑳
、
⑳
の
み
が
否
定
判
決
で
あ
る
か
ら
、
子
と
同
居
し
ま
た
は
子
を
訪
問
し
て
子
と
の
間
に
家
族
的

関
係
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
、
訪
問
権
付
与
の
重
要
な
要
件
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
居
・
訪
問
の
事
実
は
、
子
に
と
っ
て
祖
父
母
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
事
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
祖
父
母
が
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
43
）

に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
事
実
と
も
な
る
。
そ
し
て
、
親
が
祖
父
母
の
訪
問
を
拒
ん
で
き
た
よ
う
な
場
合

で
あ
っ
て
も
逆
の
推
定
が
働
く
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な
く
、
親
が
訪
問
を
拒
ん
だ
背
景
を
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

d
　
祖
父
母
と
監
護
親
と
の
関
係

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
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一
二
八

　
ま
ず
、
祖
父
母
に
訪
問
権
を
認
め
る
こ
と
が
、
監
護
親
の
子
の
養
育
に
関
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

ω
冒
目
o
b
の
判
決
（
⑳
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
。
「
子
の
親
が
自
ら
適
切
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
子

を
養
育
す
る
と
い
う
親
の
権
利
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
介
入
さ
れ
な
い
と
い
う
親
の
権
利
は

子
の
最
良
の
利
益
を
促
進
す
る
有
効
な
立
法
に
常
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
次
に
祖
父
母
と
監
護
親
と
の
不
和
が
訪
問
を
否
定
す
る
理
由
と
な
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
判
示
し
た
判
決
は
六

件
あ
る
が
（
⑯
、
⑰
、
⑲
、
⑳
、
⑳
、
⑫
）
、
す
ぺ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
不
和
は
、
祖
父
母
の
訪
問
権
を
否
定
す
る
正
当

な
根
拠
で
も
、
祖
父
母
の
訪
問
が
子
の
最
良
の
利
益
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
も
の
さ
し
で
も
な
い
」
（
⑯
）
か
ら
、
「
裁
判
所
が
訪

問
を
子
の
最
良
の
利
益
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
訪
問
を
妨
げ
る
ぺ
き
で
は
な
い
」
（
⑳
）
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
親
と
祖
父
母
と
の
争
い
に
子
を
巻
き
込
む
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
不
和
が
存
在
す
る
中
で
訪
問
が
認
め
ら
れ
て
も
ど
れ
程
実

効
性
を
有
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
存
し
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
の
交
流
す
べ
き
相
手
を
親
の
決
定
に
委
ね
る
こ
と
が
常
に
子
の

福
祉
に
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
監
護
親
と
い
え
ど
も
子
に
と
っ
て
有
益
な
交
流
を
否
定
す
る
権
限
ま
で
有
す
る
わ
け
で
は

（
必
）

な
い
。
ま
た
監
護
親
と
訪
問
権
者
と
の
不
和
は
、
非
監
護
親
が
訪
問
権
者
で
あ
る
場
合
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
祖
父
母
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

不
利
に
扱
う
必
然
性
は
存
し
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
間
の
不
和
が
訪
問
権
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る

右
諸
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
り
、
不
和
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
子
の
不
利
益
の
回
避
は
、
訪
問
方
法
を
工
夫
し
た
り
、
監
護
権
の
制

限
な
い
し
変
更
等
の
強
制
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
和
の
原
因
が
、
子
に
有
害
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

り
監
護
権
を
妨
害
す
る
よ
う
な
祖
父
母
の
言
動
で
あ
る
と
き
に
は
、
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
に
基
き
訪
問
権
は
付
与
さ
れ
な
い
。

e
　
子
の
意
思

　
諸
判
決
は
す
ぺ
て
、
子
の
反
対
の
意
思
表
示
そ
れ
自
体
で
は
訪
問
権
否
定
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
（
⑱
、
⑳
、
⑳
）
。
す
な
わ
ち



子
の
意
思
の
み
に
基
い
て
決
定
す
る
こ
と
は
「
見
識
を
持
っ
て
客
観
的
か
つ
自
由
に
状
況
を
判
断
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
子
の
二
ー
ズ

を
充
た
す
と
い
う
〔
裁
判
所
の
〕
義
務
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
⑱
）
。
ま
た
十
歳
前
後
の
子
に
祖
父
母
の
訪
問
権
を
認
め
る
べ
き
か

否
か
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
は
「
子
の
最
良
の
利
益
に
反
す
る
」
（
⑳
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
子
の
意
思
は
、
子
が
年
少
の
場
合
に
は
重
視
さ
れ
ず
、
た
と
え
子
が
年
長
で
あ
っ
て
も
絶
対
的
で
は
な
い
。

f
　
子
の
健
康

　
訪
問
が
子
に
与
え
る
悪
影
響
は
、
訪
問
権
否
定
の
理
由
と
な
る
（
⑰
、
⑳
）
。
ま
た
、
安
定
し
た
家
庭
環
境
が
子
に
と
っ
て
最
も
重
要

で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
（
⑳
）
。

　
子
の
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
健
康
は
、
子
の
最
良
の
利
益
の
判
断
の
際
に
極
め
て
大
き
な
比
重
を
有
す
る
。
祖
父
母
と
の
関
係
を
切
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

す
る
こ
と
が
子
に
悪
影
響
を
お
よ
ぽ
す
場
合
に
は
、
訪
問
権
を
認
め
る
根
拠
と
な
る
。

9
　
子
の
年
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
子
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
子
が
年
長
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
子
の
年
齢
は
、
訪
問
が
子
に
お
よ
ぽ
す
影
響
を
判
定
す
る
際

の
考
慮
事
項
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
判
決
で
見
る
限
り
決
定
的
な
要
素
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
肯
定
判
決
に
お
け
る
子
の
年
齢
は
様
々

で
あ
る
が
、
十
歳
未
満
の
子
を
対
象
と
す
る
事
例
が
多
く
、
最
年
少
の
子
は
四
歳
で
あ
っ
た
（
⑫
）
。

　
　
　
四
　
終
わ
り
に

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
祖
父
母
の
訪
問
権
の
生
成
と
展
開
の
過
程
は
、
さ
な
が
ら
監
護
養
育
観
の
変
遷
の
過
程
た
る
観
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
祖
父
母
が
他
人
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
時
代
か
ら
、
死
亡
し
た
親
代
わ
り
と
し
て
扱
わ
れ
た
時
代
へ
、
そ
し
て
子
に
対
し
て

独
自
の
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
現
在
へ
と
、
祖
父
母
に
対
す
る
評
価
が
移
り
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
祖
父
母
の
訪
問
権
が
法
律

　
　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
阜
稲
田
法
学
会
誌
第
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五
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一
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一
三
〇

上
の
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
、
訪
問
権
を
申
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
祖
父
母
の
範
囲
が
拡
張
し
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
右
変
革
を

支
え
る
理
論
的
背
景
と
し
て
、
子
を
親
の
動
産
と
み
な
す
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
親
優
先
原
理
へ
、
そ
し
て
子
の
最
良
の
利
益
原
理
へ
と
い

う
監
護
養
育
観
の
変
遷
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
二
度
の
法
改
正
を
経
て
、
現
在
で
は
祖
父
母
の
訪
問
権
の
申
立
権
に
関
す
る
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
判
例
法
上
、
親
が
死
亡

し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
親
が
離
婚
し
た
場
合
や
子
が
養
子
収
養
さ
れ
た
場
合
に
も
、
祖
父
母
の
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。
ま
た
訪
問
権
付
与
の
決
定
に
際
し
て
は
、
子
の
最
良
の
利
益
の
基
準
が
唯
一
の
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る
結
果
、
訪
問
が
子
の
最
良

の
利
益
を
促
進
す
る
場
合
に
は
、
た
と
え
監
護
親
の
意
思
に
反
し
た
と
し
て
も
祖
父
母
に
訪
問
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

に
至
り
、
祖
父
母
は
、
「
他
の
関
係
か
ら
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
利
益
」
を
子
に
対
し
て
供
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
子
に
と
っ
て
重

要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
法
律
上
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
祖
父
母
が
親
に
優
先
す
る
権
利
を
獲
得
し
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
子
を
真
の
受
益
者
と
し
て
捉
え
る
子
中
心
の
監
護
養
育
観
の
下
で
、
親
と
協
力
し
て
子
の
成
長

を
援
助
す
る
一
員
と
し
て
の
地
位
を
祖
父
母
に
認
め
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
子
の
養
育
と
い
う
同
一
平
面
に
お
い
て
子
の
最
良
の
利
益
と
い
う
同
一
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
祖
父
母
が
監
護
親

や
非
監
護
親
と
並
ん
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
分
担
す
べ
き
か
を
決
定
し
、
そ
れ
に
基
い
て
後
二
者
の
監
護
権
や
訪
問
権
と
祖
父
母
の
訪
問

権
と
を
調
整
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
親
の
も
つ
監
護
権
と
訪
問
権
は
親
の
負
う
子
の
監
護
養
育
責
任
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

祖
父
母
の
訪
問
権
は
親
の
負
う
右
責
任
を
補
完
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
独
自
の
地
位
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
祖
父
母
固

有
の
権
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
具
体
的
に
は
、
祖
父
母
の
訪
問
権
付
与
の
決
定
に
際
し
て
子
の
最
良
の
利
益

基
準
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
し
て
訪
問
権
の
内
容
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
指
針
を
提
示
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

と
が
緊
急
の
課
題
と
さ
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
、
第
一
に
、
実
親
の
み
が
子
の
監
護
養
育
に
関
与
す
ぺ
き
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
子
と
親



密
な
関
係
を
有
し
て
き
た
と
か
、
実
親
だ
け
で
は
子
の
監
護
養
育
に
十
分
で
な
い
と
か
の
一
定
の
場
合
に
は
、
祖
父
母
も
ま
た
子
の
監
護

養
育
に
関
与
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
実
親
の
監
護
権
や
訪
問
権
と
祖
父
母
の
訪
問
権
は
、
と
も
に
子
の
最
良
の
利
益
の
促
進
と

い
う
同
一
目
標
の
達
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
に
、
祖
父
母
の
訪
問
は
子
に
と

っ
て
独
自
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
子
の
利
益
に
適
う
か
ぎ
り
原
則
と
し
て
祖
父
母
の
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ

り
、
そ
の
具
体
的
妥
当
性
を
担
保
す
る
こ
と
は
、
訪
問
の
方
法
や
回
数
な
ど
訪
問
権
の
内
容
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
を
前
提
命
題
と
し
て
一
般
に
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
祖
父
母
の
訪
問
権
が
承
認
さ
れ
る
に
伴
い
、
親
や
祖
父
母
以
外
の
者
の
訪
問
権
も
徐
々
に
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ

（
52
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
兄
弟
姉
妹
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
判
決
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
他
の
州
で
は
、
親
族

（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聞
）

継
親
、
事
実
上
の
監
護
者
に
訪
問
権
を
付
与
す
る
判
決
が
あ
る
。
訪
問
権
者
の
拡
張
が
ど
こ
ま
で
進
む
か
に
つ
い
て
は
予
断
を
許
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

い
が
、
子
の
最
良
の
利
益
を
促
進
す
る
者
に
訪
問
権
を
付
与
す
べ
し
と
い
う
基
本
的
命
題
に
変
更
は
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
振
り
返
っ
て
日
本
の
面
接
交
渉
権
の
実
情
を
顧
る
と
、
子
の
最
良
の
利
益
原
理
に
基
く
体
系
的
な
面
接
交
渉
権
概
念
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
面
接
交
渉
権
は
何
の
た
め
に
誰
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
基
本
的
な
問
い
か
け
を
通
し
て
、
面
接
交
渉

権
法
を
再
構
成
す
る
糸
口
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
動
向
は
十
分
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

　
子
を
養
育
し
て
き
た
祖
父
母
に
対
し
、
実
親
へ
の
子
の
引
渡
の
経
過
措
置
と
し
て
面
接
交
渉
権
を
付
与
し
た
裁
判
例
が
一
件
存
在
す
る
に
す
ぎ

な
い
（
東
京
高
決
昭
和
五
二
年
一
二
月
九
日
家
月
三
〇
・
八
・
四
二
、
判
時
八
八
五
・
一
二
七
）
。
な
お
実
務
取
扱
例
を
掲
げ
る
も
の
と
し
て
相

原
尚
夫
他
「
面
接
交
渉
の
実
態
調
査
」
調
研
紀
要
二
三
・
四
四
、
相
原
尚
夫
「
面
接
交
渉
の
実
務
覚
書
」
ケ
ー
ス
研
究
一
一
四
・
四
七
参
照
。

　
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
森
口
静
一
。
鈴
木
経
夫
「
監
護
者
で
な
い
親
と
子
の
面
接
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
二
四
・
七
六
、
否
定
す
る
も
の
と
し
て
佐

藤
義
彦
「
離
婚
後
親
権
を
行
な
わ
な
い
親
の
面
接
交
渉
権
」
同
志
社
法
学
一
一
〇
・
五
六
が
あ
る
。
な
お
、
祖
父
母
に
訪
問
権
を
認
め
る
フ
ラ
ン

祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二



（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
ニ

ス
法
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
田
中
通
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
訪
問
権
」
（
関
西
学
院
大
）
法
と
政
治
三
二
・
ゆ
・
一
五
三
、
山
脇
貞
司
「
訪
問

権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
静
大
）
法
経
研
究
三
一
・
一
“
二
・
一
〇
二
参
照
。

　
中
川
淳
「
面
接
交
渉
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
四
・
一
一
、
久
貴
忠
彦
「
面
接
交
渉
権
覚
書
」
阪
大
法
学
六
三
・
九
九
、
野
田
愛
子
「
面
接
交
渉

権
の
権
利
性
に
つ
い
て
」
家
庭
裁
判
所
の
諸
問
題
（
上
と
八
一
－
、
島
津
一
郎
「
親
の
権
利
と
子
の
権
利
」
法
セ
ニ
四
七
・
九
、
梶
村
太
市
「
子
の

た
め
の
面
接
交
渉
」
ケ
ー
ス
研
究
一
五
三
・
八
八
、
稲
子
宣
子
「
子
の
権
利
と
し
て
の
面
接
交
渉
権
」
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
四
二
・
七
一
、

川
田
昇
「
面
接
交
渉
権
」
民
法
の
争
点
三
七
〇
、
石
川
稔
「
離
婚
に
よ
る
非
監
護
親
の
面
接
交
渉
権
」
別
冊
判
タ
八
・
二
八
五
、
田
中
実
「
面
接

交
渉
権
」
現
代
家
族
法
大
系
二
・
二
四
八
等
参
照
。

　
訪
問
権
は
、
子
と
祖
父
母
が
互
を
訪
問
す
る
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
が
、
電
話
な
ど
に
よ
る
交
流
か
ら
子
が
数
週
間
祖
父
母
宅
に
滞
在
す

る
も
の
ま
で
幅
広
い
内
容
を
有
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
「
祖
父
母
の
訪
問
権
」
と
一
率
に
表
現
す
る
が
、
子
が
祖
父
母
を
訪
問
す
る
こ
と

な
ど
も
そ
の
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
こ
と
を
御
了
解
願
い
た
い
。
な
お
〈
一
の
一
鼠
二
9
が
幅
広
い
内
容
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
碧
8
器
と
い
う
名

称
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
べ
し
と
す
る
者
も
い
る
（
N
聾
胃
o
節
＞
ミ
跨
恥
誉
O
ミ
蔵
ミ
§
↓
o
ミ
ミ
勢
爲
ミ
竃
亀
の
ぎ
蝋
ミ
鴨
誉
、
↓
ミ
蕊

尋
、
誉
漁
一
㎝
閏
＞
罫
い
ρ
一
〇
q
り
一
8
（
一
〇
〇〇
一
）
）
。

　
恥
ミ
閃
o
ω
一
霞
即
卑
①
亀
｝
し
寄
ミ
竜
導
ミ
誉
帖
富
蜀
濤
黛
恥
ミ
塁
”
』
養
O
器
ミ
§
℃
嵩
閏
＞
冨
．
ダ
ρ
ω
。
・
（
一
。
。。
戯
）
●

　
恥
ミ
｝
魯
吋
ご
＝
o
寓
男
＝
●
O
ピ
＞
更
｝
甘
リ
ピ
＞
妻
o
男
U
o
冨
国
ω
目
o
国
曽
＞
目
0
2
ω
0
8
（
一
〇
①
oo
）
・

　
ミ
●

　
客
K
’
U
o
罫
国
国
ピ
，
ピ
＞
譲
⑰
漣
O
（
匡
o
国
ぎ
記
矯
ω
β
℃
マ
一
〇
〇〇
直
）
。

　
勉
ミ
O
い
＞
閑
き
簑
》
ミ
ぎ
8
①
き
ユ
竃
8
国
＞
国
ミ
禺
国
田
国
菌
U
署
冒
国
u
O
霞
5
雷
1
舞
9
（
這
o
o
O
y
ω
仲
ユ
島
B
帥
P
さ
ミ
貯
触
♪

b
ご
ミ
驚
“
義
き
恥
O
o
諜
鷺
ミ
噺
§
㌧
一
㎝
問
＞
罫
ピ
b
●
謡
O
”
ω
o
o
o
o
I
ω
O
（
一
〇
〇〇
N
）
。

　
肋
ミ
ω
●
ミ
，
国
閃
＞
寓
印
Z
卜
●
悶
閃
＞
z
図
い
↓
国
国
ピ
＞
宅
o
悶
O
層
い
り
O
ご
ω
↓
o
o
ざ
U
国
く
田
o
℃
竃
国
z
↓
o
問
↓
＝
国
ω
q
霧
↓
＞
z
↓
一
く
国
ピ
＞
ヨ

一
漣
（
一
〇
〇
。
N
）
［
ぽ
3
ぎ
鑑
8
H
9
件
＆
器
閤
召
客
即
頃
閃
＞
2
呂
い
＝
o
霧
器
ざ
ミ
終
§
§
ξ
亀
き
ミ
6
§
蝋
＆
暁
ミ
ぎ
、
§
黛
ぎ
こ
物
導
恥

．
、
㌣
無
§
鷺
、
婁
篭
b
8
ミ
蕊
り
一
〇
い
悶
〉
罫
劇
曽
ω
も
置
（
一
8
①
ー
ミ
）
る
8
β
這
§
ミ
O
ミ
駐
§
噺
誌
気
O
ミ
ミ
、
§
黛
9
無
＆
隆



（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
14
）

（
1
5
）

“
蔑
ミ
無
ミ
職
§
等
象
鳴
＆
き
鵯
、
一
〇
。
男
＞
罫
け
ρ
“
。
。
”
お
ー
“
“
（
一
り
oα
直
）
。

　
O
い
》
勾
〆
裟
篭
ミ
昌
9
①
ρ
象
㎝
8
脚
＝
①
霧
N
o
ざ
妨
ミ
㌣
黛
ロ
0
3
一
ρ
讐
曽
“
，
恥
ミ
ミ
8
＝
＞
閃
閾
く
O
◎
民
閑
＞
¢
旨
、
嘘
＞
昏
い
曜
一
＞
ヨ
ま
一

1
8
（
お
ミ
y
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
訪
問
権
の
全
面
的
な
否
定
は
強
烈
な
手
段
（
爵
霧
諏
。
器
B
巴
》
）
で
あ
る
の
で
、
　
実
質
的
証
拠
に

基
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
例
上
確
立
さ
れ
て
い
る
（
ま
2
k
●
一
ご
閑
国
国
＜
’
』
、
ご
§
醤
晦
O
貸
珠
＆
ヤ
誉
、
黛
ミ
詳
織
審
蔦
鼠
｝
ミ
亀
ミ
畿
§

㈱
ω
①
oo
（
oo
仁
℃
マ
一
〇
〇〇
〇
。
）
［
『
震
o
ぎ
鉱
3
㎏
o
＃
＆
帥
ω
2
．
照
匂
q
劉
］
）
。

　
＝
o
昌
ω
国
①
ざ
恥
黛
㌣
黛
p
o
3
一
ρ
9
曽
藤
鴨
覧
恥
ミ
●

　
監
護
親
の
意
思
に
反
し
て
裁
判
所
が
訪
問
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
有
力
な
反
対
が
あ
る
（
い
0
9
8
↓
田
！
》
閃
菊
国
G
u
俸
＞
●

ω
o
ピ
2
一
」
ゆ
国
吋
0
2
∪
↓
出
国
団
塁
↓
冒
↓
国
幻
霧
拐
o
閏
↓
国
国
O
螢
い
U
ω
o
o
（
母
＆
・
ち
お
）
。
日
本
に
お
け
る
紹
介
と
し
て
は
、
菊
地
和
典
・

島
津
一
郎
葛
国
吋
O
Z
U
↓
国
国
ゆ
田
↓
蜀
↓
国
嵩
ω
房
畠
↓
顕
国
O
臼
い
U
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
七
六
・
二
・
二
二
六
、
「
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー
結
果
報
告
1
そ
の
ー
1
」
調
研
紀
要
二
五
・
一
等
が
あ
り
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
註
（
3
）
の
島
津
、
梶
村
両
氏

の
論
稿
が
あ
る
）
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
本
稿
で
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
で
は
訪
問
権
の
付
与
を
肯
定
す
る
者
が

多
い
。
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
ら
の
見
解
に
対
し
て
は
早
く
か
ら
多
く
の
反
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
2
0
＜
ぎ
8
戸

、
霧
墜

b
ご
ミ
R
ミ
。
。
蹄
鼠
ご
貧
S
螢
き
頓
き
恥
『
嵐
貸
醤
晦
ミ
ミ
民
謹
継
お
o
o
ω
d
」
F
。
『
閃
国
く
響
旨
ど
置
O
が
あ
る
。
そ
の
他
、
ω
自
巴
象
卸

切
o
昌
＆
o
F
、
3
蔵
き
ミ
＆
ミ
終
氣
識
§
”
』
O
ミ
ミ
．
物
霜
む
ミ
｝
一
①
い
＞
属
．
》
o
＞
p
O
寓
2
8
＞
r
℃
ω
く
o
ぎ
＞
↓
男
く
謡
①
（
一
〇
ミ
）
（
9
酔
＆

律
o
β
罰
竃
z
o
o
昏
！
O
＝
戸
P
閃
＞
置
ピ
鴫
＞
z
o
ω
↓
＞
↓
国
O
“
o。
（
一
S
o
o
）
）
旧
0
3
琴
F
』
醤
肉
ω
鶏
黛
§
き
馬
O
H
三
8
一
き
自
冒
岳
9
匙

沁
①
8
℃
詠
o
p
o
｛
劇
ξ
o
口
自
跨
o
ゆ
①
の
一
ぎ
8
お
ω
富
o
｛
島
o
O
田
崔
一
Go
閃
＞
罫
い
●
P
お
（
一
S
O
）
い
U
o
ヨ
獣
貫
切
遷
o
ミ
ト
ミ
b
概
⇔
9
黛
ミ
鴨
、
物

G
o
ミ
慧
誉
ミ
魯
o
o
ω
K
＞
ピ
国
い
臼
・
旨
O
合
お
さ
（
這
裡
）
等
を
参
照
願
い
た
い
。

　
O
ピ
》
菊
訴
襲
》
ミ
ロ
0
8
0
餌
口
昏
閤
国
＞
言
印
悶
菊
＞
2
罫
襲
特
ミ
昌
o
酔
o
一
ρ
薗
侍
日
ω
9

　
2
0
一
ρ
O
ミ
ミ
》
ミ
鳴
蕊
勉
、
恥
誉
牒
ミ
ミ
黛
ミ
箋
黛
軌
§
肉
暗
ミ
防
ミ
ミ
帖
ミ
肉
む
ミ
肋
亀
』
織
愚
笥
ミ
ぎ
ミ
蕊
⑭
お
切
勾
o
O
囚
い
鴫
z
じ
国
国
＜
，
置
P

一
認
（
一
〇
〇
〇
N
）
旧
O
o
ヨ
ヨ
o
旨
》
寒
ミ
軌
電
卜
匙
ミ
％
』
恥
題
、
牒
ミ
§
↓
ξ
ミ
勘
o
き
b
ミ
霧
識
醤
叫
O
ミ
ミ
㌧
ミ
鳴
ミ
恥
気
要
ミ
ミ
ミ
発
O
、
ミ
魯
ミ
ミ

≦
無
ミ
蔑
§
笥
む
ミ
恥
9
硫
誉
特
暦
ミ
恥
蕊
』
＆
黛
噺
§
ヤ
9
0
蜜
区
O
ピ
●
菊
国
＜
・
旨
一
（
一
り
oo
口
）
［
ぽ
器
一
昌
繊
8
『
o
詳
＆
霧
＞
①
鴨
旨
o
凸
ー

祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

（
16
）
N
帥
ゲ
震
o
ρ
簑
、
ミ
昌
0
8
介
”
け
一
〇
5
0
0
B
B
o
旨
”
O
ミ
ミ
鷺
鳶
蕊
⇔
、
ミ
無
ミ
職
o
醤
肉
蒔
鳶
物
詮
O
恥
ミ
鷺
3
8
国
蜜
O
国
属
い
い
一
〇
co
も

o

　
（
一
〇
〇〇
〇
）
甲
2
0
一
ρ
簑
㌣
亀
昌
0
8
ま
｝
纂
一
認
｝
＞
o
磯
o
昌
R
い
襲
》
ミ
昌
9
0
一
9
緯
器
一
●

（
17
）
ω
ぎ
8
ω
巴
o
口
o
臣
国
o
一
器
u
＆
ピ
鉾
》
5
算
ω
ミ
｝
一
〇
ω
9
嵩
一
（
一
〇〇
逡
）
●

（
1
8
）
動
ミ
b
鳴
．
触
℃
O
o
5
B
o
昌
毛
o
巴
3
異
蕊
卜
国
卑
昌
口
o
q
〈
，
ω
ぴ
角
弓
”
8
＞
，
臣
o
o
一
〇
（
勺
騨
ω
唇
①
い
9
。
一
漣
o
o
）
い
O
号
＝
～
ピ
真
⑭
刈
o
o

　
O
帥
一
。
＞
℃
マ
母
一
〇
合
一
ミ
コ
b
o
山
8
0
0
（
一
〇
ミ
）
凱
O
o
ヨ
B
o
p
毛
o
巴
島
§
、
匙
●
蜜
o
O
o
昌
昌
巴
畠
〈
．
ω
ヨ
津
ダ
o
o
㎝
鋭
母
①
o
o
①
（
℃
帥
．
ω
β
需
N
●

　
O
β
ち
認
）
甲
ω
ヨ
陣
島
～
℃
巴
三
〇
び
8
00
ω
。
譲
●
ω
ユ
刈
◎0
9
ミ
、
欺
鳶
、
蔵
醤
●
、
●
馬
●
℃
“
旨
ω
●
薯
●
的
島
b
o
oo
（
↓
o
図
。
O
貯
・
＞
℃
り
一
8
①
）
。

（
1
9
）
　
の
ミ
閃
o
ω
8
門
節
写
8
倉
O
ミ
ミ
曾
鳶
蕊
隈
噺
亀
ミ
欺
O
ヨ
§
触
ミ
馬
跨
“
ミ
ミ
亀
恥
籔
』
ミ
霧
㌧
鴇
ω
↓
●
ピ
○
霞
の
q
●
ピ
。
い
O
膳
o
o
｝
①
＆
ー
ミ
（
一
〇

　
お
）
甲
O
曽
三
計
題
匙
ミ
ミ
隻
O
ミ
§
ミ
ミ
ミ
甑
鳳
黛
ご
き
㎝
ω
↓
。
竃
＞
幻
刈
．
o
o
r
一
●
ミ
距
膳
oo
O
（
一
Q
お
）
馴
＞
o
o
q
o
旨
o
斜
簑
㌣
“
昌
〇
一
〇
一
ρ
角
件
鱒
o
o
一
●

（
2
0
）
閃
o
誓
R
俸
午
8
拝
簑
㌣
籍
ロ
o
件
o
一
P
魯
R
㎝
1
＆
い
O
霊
F
簑
㌣
亀
昌
0
3
一
P
緯
“
oo
一
●

（
2
1
）
　
の
籍
閃
o
。
・
3
門
廼
津
o
①
ρ
簑
特
、
“
5
0
件
o
一
P
讐
R
O
－
8
甲
Z
o
一
9
簑
、
ミ
昌
o
言
一
9
m
一
一
器
1
9
。
恥
ミ
ミ
き
＞
昌
口
o
件
‘
8
＞
．
ピ
・
戸

　
oo
餌
N
旨
（
一
零
O
）
●

（
2
2
）
　
一
九
六
〇
年
に
人
口
千
人
当
り
の
出
生
数
が
二
三
・
七
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
七
〇
年
に
は
一
八
・
四
人
、
一
九
七
五
年
に
は
一
四
・
八

　
人
と
減
少
し
つ
づ
け
て
き
た
が
、
近
年
上
昇
に
転
じ
、
一
九
八
二
年
に
は
一
六
・
O
人
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
ω
↓
＞
目
零
8
＞
ピ
》
誘
↓
開
＞
o
↓
o
問

　
↓
＝
国
⊂
●
ω
’
一
〇
Qo
倉
一
〇
直
o
ユ
・
Z
o
●
o
o
ω
）
。

（
2
3
）
　
一
九
六
〇
年
に
人
口
千
人
当
り
の
離
婚
数
が
二
・
二
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
七
〇
年
に
は
三
．
五
件
、
一
九
七
五
年
に
は
四
・
九
件
と
上

　
昇
し
つ
づ
け
て
き
た
が
、
近
年
下
降
に
転
じ
、
一
九
八
二
年
に
は
五
・
一
件
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
ミ
。
）
。

（
2
4
）
＝
o
口
ω
N
o
ざ
簑
㌧
ミ
ロ
o
器
一
ρ
彗
曽
“
一
閃
o
。
。
一
R
印
響
o
①
山
”
襲
、
ミ
昌
〇
一
〇
ρ
象
き
O
一
N
魯
舞
o
捨
襲
、
ミ
ロ
0
8
介
讐
一
〇〇
刈
ー
oo
ヨ

　
↓
ミ
ミ
⇔
誉
O
ミ
§
『
鷺
ミ
ミ
↓
ミ
義
ぎ
、
む
ミ
箋
＆
噺
§
勧
蒔
ミ
肋
卜
鴨
覧
亀
匙
ご
き
刈
閃
＞
罫
い
肖
閃
国
型
（
ゆ
2
＞
）
謡
oo
刈
［
ぼ
器
ぎ
亀
8
『
9
冨
山

　
霧
↓
醤
ミ
防
］
●

（
2
5
）
閃
o
の
8
吋
俸
甲
①
＆
も
§
ミ
昌
o
仲
①
一
P
象
①
お
1
8
甲
N
昏
胃
o
酔
恥
§
ミ
ぎ
一
。
♪
曽
二
〇。
①
I
o
。
S
硫
禽
匙
8
閃
o
器
H
印
甲
。
。
ρ

　
O
蕊
蔵
O
貸
亀
＆
』
（
娼
寅
H
節
揖
y
o。
0
2
匂
・
d
．
督
・
菊
徊
‘
食
も。
ふ
一
㎝
（
一
〇
R
V
甲
2
0
3
”
、
運
き
ミ
魂
鳶
ミ
寄
鳶
蕊
物
婁
豊
ミ
魂
苛
ミ
尋
ミ
ミ
漁



　
　
ミ
い
男
＞
罫
“
置
㎝
（
一
S
o
o
I
お
）
●

（
2
6
）
　
↓
、
§
勢
矯
簑
隣
騎
口
o
冨
漣
｝
象
鱒
q
o
o
S

（
2
7
）
　
向
吋
ご
＞
罠
●
ω
↓
＞
↓
’
＞
z
z
。
伽
竃
1
一
〇
。
0
（
O
昌
B
．
ω
ξ
マ
一
零
O
）
旧
O
＞
■
．
ρ
＜
。
O
o
o
閣
㈱
一
S
●
㎝
（
毛
①
ω
件
ω
巷
や
一
〇
。
。
も
。
）
甲
閑
ド
因
国
＜

　
　
ω
↓
＞
↓
・
㎝
直
8
。
8
（
O
自
幹
ω
后
マ
一
〇
〇
。
O
）
旧
℃
》
ω
↓
＞
↓
●
＞
z
z
．
件
ぎ
器
｝
⑰
一
〇
嵩
（
℃
賃
血
窪
ω
仁
℃
つ
一
〇
〇。
直
ー
o。
㎝
）
。

（
2
8
）
　
動
触
》
び
＞
．
6
0
u
国
⑰
oo
O
－
o
o
ー
轟
（
O
β
饗
ω
后
や
一
湯
直
）
W
＞
い
＞
畏
＞
ω
↓
＞
↓
じ
㎝
謡
。
漣
●
一
㎝
O
（
一
〇
〇
〇
〇〇
）
い
＞
男
国
N
●
垣
国
ぐ
■
ω
↓
＞
↓
．
＞
z
2
：

　
　
伽
謡
ー
ω
ω
刈
。
〇
一
（
ω
信
℃
ウ
一
〇
〇〇
ω
ー
巽
）
一
一
〇
名
＞
O
O
o
国
＞
z
客
伽
＄
o
o
・
3
（
≦
0
2
ω
唇
ゆ
一
〇
〇〇
偽
－
oo
㎝
）
甲
凶
＞
2
●
ω
↓
＞
↓
●
》
2
2
。
ゆ
8
ー
一
〇
一
①

　
　
（
O
自
饗
ω
后
マ
一
。
o
o
N
）
脚
蜜
＞
ω
堕
O
国
罫
H
＞
宅
ω
＞
客
2
●
号
．
＝
P
⑰
ω
O
U
（
ω
后
》
一
〇
〇〇
膳
ー
o
o
㎝
）
｝
蜜
毫
z
。
ω
↓
＞
↓
．
＞
2
z
。
伽
謡
8
0
旨

　
　
（
ω
ε
マ
一
婁
）
脚
2
閏
く
。
菊
閏
＜
。
ω
↓
＞
↓
．
㎝
旨
oo
」
卜
o
o
o
（
一
S
O
）
旧
O
囚
ピ
＞
●
ω
↓
＞
↓
●
＞
z
z
・
葺
’
一
〇
顔
㎝
（
ω
巷
ワ
一
〇
〇〇
ω
I
oo
膳
）
脚
ω
。
U
。
O
o
u
蜀
島
∪

　
　
ビ
＞
名
ω
伽
謡
－
心
i
㎝
ω
（
ω
¢
℃
マ
一
〇
〇
〇
G
o
）
旧
↓
国
Z
Z
。
O
O
o
国
＞
z
z
●
ゆ
ω
①
ー
一
一
〇
一
（
O
信
ヨ
．
ω
后
り
一
〇
〇
〇
笛
）
｝
↓
国
図
●
閃
＞
罫
O
O
u
国
＞
z
2
。
伽
置
。

　
　
8
（
＜
o
ヨ
o
昌
O
β
ヨ
’
ω
信
℃
マ
一
〇
〇〇
ω
）
甲
¢
↓
＞
頃
O
O
o
ロ
＞
2
客
⑰
ω
O
1
0
1
一
（
ω
后
マ
お
oo
ω
）
甲
く
＞
。
O
O
o
国
＞
z
z
。
⑰
ω
O
ー
一
8
』
（
O
β
ヲ

　
　
ω
信
℃
℃
●
一
〇
巽
）
。

（
2
9
）
　
申
立
事
由
は
州
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
独
得
の
立
法
例
と
し
て
以
下
の
二
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。
ま
ず
イ
リ
ノ
イ
州
は
、

　
　
申
立
事
由
を
特
に
制
限
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
暉
定
の
場
合
に
職
権
で
訪
問
権
を
付
与
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
（
冒
r
＞
2
罫
ω
↓
＞
θ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
3
」
O
あ
8
尺
げ
）
（
ω
三
苧
鵠
4
乱
ω
后
》
一
〇
認
）
）
。
テ
キ
サ
ス
州
は
種
々
の
申
立
事
由
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
親
が
入
獄
し
て
い
る
こ
と
や

　
　
訪
問
権
申
立
前
二
年
以
内
に
少
な
く
と
も
六
カ
月
間
祖
父
母
と
子
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
も
申
立
事
由
に
含
め
て
い
る
　
（
↓
更
’
男
＞
罫
O
O
u
国

　
　
＞
2
客
㎝
置
●
8
（
＜
o
ヨ
8
ω
ξ
マ
這
巽
）
）
。
な
お
、
後
掲
註
（
57
）
参
照
。
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鵠
o
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固
♪
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亀
ぎ
件
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ダ
動
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亀
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o
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2
●
O
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↓
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＞
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■
伽
＆
げ
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≦
霧
一
ω
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℃
ゆ
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〇
〇〇
N
）
甲
問
ピ
＞
●
ω
↓
＞
↓
・
＞
Z
Z
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伽
2
●
一
ω
O
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一
零
O
l
o
o
o
o
ω
信
竈
一
Φ
ヨ
o
暮
即
蔓
男
帥
ヨ
℃
崔
9
）
甲
H
O
毛
ヂ
簑
》
、
自
昌
9
0
0
00
｝
冒
■
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賜
ミ
㌣
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昌
o
希
N
O
旧
竃
∪
●
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O
q
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ω
節
｝
q
O
一
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一
＞
い
℃
閃
O
O
国
国
∪
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O
ω
O
O
O
国
＞
Z
Z
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㎝
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o
ー
①
O
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〇
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）
脚
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＞
o
o
o
o
謄
り
物
ミ
、
、
亀
昌
o
器
鱒
Q
◎
旧

　
　
竃
一
髪
¢
簑
㌣
恥
8
一
。
。
。。
い
鼠
9
＞
歪
。
ω
掌
↓
。
伽
直
冒
“
8
（
＜
①
ヨ
8
留
召
一
。
。
。
“
）
脚
蜜
O
胃
9
0
0
目
＞
釜
。
伽
ら
ー
｛
下
一
8
（
一
。
。
。
ω
）
・

　
　
　
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
祖
父
母
が
子
と
実
質
的
関
係
（
窪
富
富
三
芭
8
一
舞
ざ
霧
岳
℃
）
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
申
立
の
要
件
と
す
る
州
（
冒
＞
零

　
　
祖
父
母
の
訪
問
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
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3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
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（
3
5
）

（
3
6
）

早
稲
田
法
学
会
誌
第
三
五
巻
（
一
九
八
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

〇
〇
u
国
㎝
認
1
一
8
00
（
ω
‘
署
■
這
o
o
O
）
）
や
、
祖
父
母
と
子
と
が
ど
の
程
度
交
流
し
て
き
た
か
を
裁
判
所
が
考
慮
す
る
こ
と
を
明
文
で
要
求
し
て

い
る
州
（
Z
国
＜
‘
襲
㌣
“
口
o
＄
器
甲
2
b
●
O
国
Z
↓
・
O
O
O
国
⑰
匡
ー
8
1
8
」
（
ω
信
唱
。
一
〇
c
o
o
o
》
℃
鋭
ω
↓
＞
↓
。
＞
2
2
み
ぎ
鵠
”
㎝
一
〇
旨

（
勺
g
ユ
o
口
ω
仁
℃
マ
這
o
o
“
ー
o
◎
0
）
）
も
あ
る
o

　
紙
幅
の
関
係
上
、
判
決
の
内
容
を
逐
一
説
明
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
詳
細
は
末
尾
に
掲
載
し
た
判
決
の
一
覧
表
を
参
照
願
い
た
い
（
な
お
本

文
中
で
は
、
判
決
を
一
覧
表
の
判
決
番
号
で
引
用
す
る
）
。
対
象
と
す
る
判
決
は
重
要
な
も
の
に
限
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
法
施
行
後
の
判
決
は
で

き
る
限
り
掲
載
し
た
（
一
覧
表
に
掲
載
し
な
か
っ
た
判
決
と
し
て
は
、
留
磯
β
B
o
ユ
～
問
2
a
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NYCt　APP SupCちAD，3dDept NYFamCt， NYCtApp NYFamCt，
11／19／1981 WestchesterCQ WestchesterCo
54NY2d320 6／30／1983 8／10／1983 1／17／1984 3〆2811984

445NYS2d420 95AD2d973 9FLR2646 10FLR1206 10FLR1343
429NE2d1049 464NYS2d301 95AD2d77

母方祖母 父方祖父母 父方粗父母 父方祖父母 父方祖父母蟻

父方祖父母（霧養親） 母 父母 母・継父（呂養親） 母

1男〔13歳弱） 1男（8歳弱） 3人の子（1臓、6歳と0歳） 1男（6歳） 1勇（4歳〉

婚姻することなく死亡。 離婚幽母が監護権を有 両親のそろっている家 離婿。母が監護権者 離婚。母が監護権者
する． 庭（mtact　famlly》であ （養子収養後は訪問を 11年前から訪間を拒

る。 拒否〉． 否1。

9年前に父方祖父母の 母と同居． 2年前に継父の養子に 母・母方親族と同居。
養子となる． なる。

子の出生後1年半同居． 約3年問同居していた。 離婚前は隔週に、離婚 1年前まで訪問してい
以後も養子となる迄は 子が母と同居してから 後養子収養前は、父が た。

定期的に子を訪問（養 は（現在3で約4年聞） 子を連れてくるときに
親が拒否）． 子を訪問していない． 会っていた．

○ o △ O ○

。養子収養後も、少な 紡問の許否は、子の最 祖父母の訪問が子の最
くとも祖父母の訪聞 良の利益にしたがって 良の利益であることの
に関しては、州は子 裁判所が裁量により決 立証の機会を祖父母に
の最良の利益を監督 定する． 与柔ることが．エクィ
する権阪を有する。 ティによって要講され

。子の最良の利益の保 る。

護はポllス・パワー
の正当な行使である。

子の貴重な経験であり、
他の関係からは得られ
ない利益を子に与える
ことを立法者が承認し
ている。

養覗の意思に反して祖 親と祖父母との不和は、 当事者間の不和それ自 当事者間の不和の存在

父母の訪問を認めるこ 祖父母の訪間権を否定 体は、訪問が子の最良 およぴ母が訪間に反対

とが、養親家庭の完全 する正当な理由ではな の利益であると判定さ することは、訪間権を

性を遮憲に侵害するこ いo れれぱ訪間を妨けるこ 否定する正当な理由で
とにはならない． とはできない。 はない。

・（1）参照． ・子の推定上の意思は 立法者と裁判所は、子
・祖父母の訪聞権は、 祖父母の訪聞櫓を否 の最良の利益になる限

それが養観子関係を 定する正当な程由で りで、祖父母との関係

妨害するときには認 はない。 力形成され、保護され、

められな㌧㌔ ・祖父母が過去4年問 促進されるべきことを

子を訪問しなかった 承認してきた。

ことによるベナルテ
イを子に課すことは
できない。

祖父母と子との接触が ・（ロ）参照。 一定の親でない者との ・祖父母が子と通常の

子の最良の利益であり、 §72は人道主義的目 有童義な交流が子の福 きずなを形成するた

かつ養親子関係を不当 的のために制定され 祉にとって重要である めの手続上の機構を
‘こ妨害しない場合に、 た。 ことを承認している。 提供する。

接触を求める権利を祖 572は訪問権を申し ・子が祖父母との関係

父母に与えている。 立てる手続上の制度 から独自の利益を得

を提供しているにす ることかてきること
ぎない。 を承認。

特に死亡した両親の一 ・継親による養子収養

方の家族の下に子が託 は、必ずしも祖父母

置されている場合、養 の訪問権を終了させ

子収養のみを理由とし ない。

て、祖父母と子との絆 ・養子であることの秘
は切断されない。 匿自体は、祖父母の

訪問権拒否の根拠で
はない。

§72に基いて承認され 娠訪問権付与命令違反
た権利は、§1：7によ を理由として祖父母
って影響されない。 力母を裁判所悔辱罪

て告訴した事例。
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判例集 98Misc2d328 101Mlsc2d11 75・AD2d582 75AD2d992 84AD2d740
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　〔霜葦会 母方祖母
父方祖父母（＝養親）
1男（11歳）

父方祖父母
母
1
人
（ 12歳）

母方祖父母
後見人
複数人

父方祖父母巌
母
2
女
（ 共に数歳）

母方祖父
父
2
女
（ 7歳と4歳）

離婚。母が監謹権を有 両親死亡。 離婚。紡問権を得た父、 離婚．母が精神病のた
実親の状、兄 し、再婚。父が訪問権 そしてその両親の訪問 め1年半前から入院中．

を有する。 を母が拒否。

非摘出子として出生し 母・継父・2人の義現 新家展に託置されてい 原審が父に暫定的監窺 父と同居。

子の状況 たが、7年前に養子と の弟と同居。学校をず る。 権を付与したため、長
なる。 る休みする。 女のみ父と同居。

相手方の承認を得て子 離婚判決によって訪間 1年以上同居していた。 母が入院する前の2、

と会ったことあり。 権を付与され、子と旅 離婚後は、母によって 3年間、母の付添とし

申立人と子との関係 行をしたこともある。 紡問を拒否される。 て子らを訪間。

訪問権の許否 △ ○ ・囎翻
・〔躍建開

○

子の最良の利益である ・子の最良の利益のみ

ときは、養子収養後実 に基く。

判断の根拠
方家族に訪問権を付与
する裁量権を有する。

・安全、継続、長期の
安定の他に、有意義

・裁判所の権限 な愛情と尊重の存在〔．判断基準

を、子の最良の利益
存否の判断の指標と
する。

・祖父母の果たす独自
の役割が承認されて

訪問（権）の童義 いる。

・子の分割になる程度に広範

な訪問梱瑠められない，

・他人に干渉されない 監獲親が懲戒の手段と 祖父の訪問櫓は固有の
という親の権利は、 して子と祖父母との交 ものであるが、とりわ

子の最良の利益に資 流を禁止することは許 け母が訪問できないと

監護権との関係
する立法に従っ。

・祖父母の訪問権は、
されない。 きは、認められること

が望ましい。

親の養育権を違憲に
侵害しもい。

安定した家庭環境に対 1年以上同居してきた 過去2、3年聞の訪問
する二一ドが子にとっ 祖父母による子の紡問 の事実は、祖父母の訪
て最も重要である． を認めることが、子の 間が子の最良の利益で

子の最良の利益との 最良の利益に反するこ あったこと、そして現
との立証もし。 在もそうであることの

関係 十分な証明である。

・子の生活における親 （u）参照． 本件紡問の基礎は、馨

以外の者との関係の 72の「エクィティが介入

重要性を承認してい を相当とみなす場合J

制定法（DRL§72） る。 である。

・養子収養により祖母
の解釈 の訪問権申立権が消

滅するとするならぱ
懸72の目的が損われ
る。

・⑬が拘束力を有する。

・祖父母による養子収
養は新たな関係を形
成しないから、祖父

養｝収養との関係 母の訪問を否定する
必要がない。

・祖父母の訪問権の付
与は、養子の「出自」
を知る二一トと講和する。

蝦父からの訪問描申立

その他
と併合審理された事
例（父にも訪問権を
認める》。

四
〇
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⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⑳PeOPleex鼠 ⑫
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NYαApp SupCちAD，2dDept SupCちAD，2dD唯 SロpCちAD，2dD叩t SupCち鞭qaiTem SuπCもNYCo
7〆13／1976

40NY2d522 1／31／1977 5／6／1977 12／5／1977 3／23／1978

387NYS2d412 55AD2d953 57AD2d896 60AD2d582 93M熔c2d617 NYLJ，Apn120，1978，
355NE2d372 391NYS2d152 394NYS2d284 400NYS2d15 403NY｛32d454 P12co置s1・4巌

父方祖父母 母方祖父 母方祖母 祖父母 母方祖母 祖母

母 父 父 父 Agency 養父母
2人 1男．2女（すべて10代） 1人 3人の子（10歳前後） 1女（3歳） 非嫡出子

父死亡。母は、父の冶 母死亡。父は子が忙し 母死亡。父は祖母と不 父は祖父母と訪問をめ n㎎k℃tpr㏄eo由㎎に
毎等をめぐって祖父母 すぎるとして訪問を拒 和。 ぐって長く争っている。 より監綾楕を喪失。

との間に不和を生じた。 否。

母と同居 出生直後、里子となる。
現在里親による養子収
養手続中．

父死亡（2年前）まで 子に会ったことなし．

は、隔週に面接してき 祖母は子の妹を養育し
た。 ており、他の3人の兄

弟とも交流あり。

ム △ ム O X X

・訪問権の付与は裁判 ・訪問に対するコント 子の最良の利益が基準 子の最良の利益が基準
所の裁量。 ロールは裁判所の正 となる● となる。

・子の最良の利益の観 当な裁量である。

点から決定されるべ §72の人道的目的お
き。 よぴ子の最良の利益

によって導かれる．

子の貴重な経験の1つ
であり、他の関係から
は得られない利益を子
に与える。

祖父母の訪問権を否定 当事者聞の不和ほ、祖

する正当な根拠となる 父母の訪問権を否定す
のは、当事者閥の不和 る正当な根拠ではない。

ではなくて子に対する
悪影響である。

ω・回参照。 ・子の意、思のみによっ 訪問権の許否の決定を 兄弟姉妹と別れること 子が年少であることや
て判断してはならな 子の意思に委ねること は不幸だが、差し迫っ 不安定な精神状況にあ
いo は、子の最良の利益に た養子収養のために別 ることから、知らない

・状況を見識をもうて 反する。 れることが子の最良の 祖母による紡問は子の
客観的かつ自由に判 利益である。 最良の利益に反すると
断すべき。 判断．

祖父母に絶対的な当然 ・ω参照。 ⑰の解釈に従う。 。孫と祖父母との有益

の権利を付与するので ・子に血縁関係を継続 な関係と子の最良の

はなく、訪問の正当性 させるための立法で 利益との調整手段を

を主張するための手続 ある。 提供することを目的

上の手段を創設するこ ・祖父母の訪問は子に とする．

とを意図している． 利益をもたらし、祖 ・⑰と同旨．

父母の利益にもなる。

・㈹参畷． 養親の氏名を実方親族
・子と組母との聞に何 に秘密にすることが必

ら有益な関係が存し 要。

ないときには、子と
祖母との関係を促進
することにより養親
子関係が妨害される．

差戻審（SupCちAP 崇Fostα＆F鳳Law
2dDepち387NYS2d andFam量置y・NY．・

153）は訪問権を否定し VoiH687（S卿
たo 1983）より引用．
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　陣
母方祖父
父・父方祖父母
1女（2歳） 1

母方祖父母
父・継母（＝養親）
　男（U歳》、1女（10歳）

祖父母
母
1
人

母
父方祖父母

1女（7歳）、！男（6歳）

祖父母
母
詳
細
不 明

母死亡．父再婚（訪問 母死亡．父再嬬． 父死亡．母再婚．母・

実親の状況 に討ずる同意を撤回）． 継父と祖父母との問に
不和あり．

継母の養子となる．父 1年半前に継母の養子 2年半前に継父の養子
子の状況 。継母と同居． となる。 となる．

母死亡後、養子収養前 父再婚後（4年半後）、

に父の同意の下、訪問 紡聞を搏否されるよう
申立人と子との関係 権付与命令を得ている． になり、約3年前に会

ったのが最後。

紡問権の許否 ×
△1護鞭〕

△ X
Q〔萎繋竃｝

972は、紡問権付与決 ● 申立の許否は裁判所
定の裁量権を裁判所に の裁量のみに黍ねら

（量》判断の根拠
与えた． れている。

・④の見解に従う．

〔輔所嫌
・判斯基準

強制的手段よりも自然 子の貨墨な桂験の1つ
の絆の方が、愛情ある であり、他の関係から・

ω訪聞（権）の意義 関係を回復するために は得ることのできない
は有益． 利益を子に与える。

監頻櫓を有する親が反 当事者間の不和は、祖
対していることを唯一 父母の紡問権を否定す
の理由として．祖父母 る正当な根拠でも、訪

圏監繧権との関係
の訪問権の申立てを否
定することは許されな

問が子の最良の利益で
あるかを判定するもの

いo さしでもない．

子の最良の利益に反す
るときには、祖父母の
訪問権は認められない。

㈲子の最良の利益との

関係 膿難1
・養子命令により、従 ・（i）参照。

前の紡聞描付与命令 ・子を失った祖父母が
は失効する． 孫を失うことを防止

（▼卿1定法（DRL972） 572は讐子に対する することを意図．

祖父母の訪間櫓の申
の解釈 立権を認めていない。

・養子収養は永続的関 養子収養は祖父母が訪
係を形虞し．従前の 問権を申立てることを
暫定的命令を失効さ 妨げない。

㈹養子収養との関係
せる。

・そうでないと養子収
養を訪げる。

・他人による養子収養
　と纏縄養子収養とで
相違なし。

膿蕪1
紡問権付与命令は暫定 豪養子収養の効果に関

その他
的なものであり．常に
再検酎・修正されうる．

する規定．

四
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⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑭ ⑪
PeopleexτelScahse ExpartePeOPle PeOPleexτe田＆cker A駆㎝ymo㎎ PeOPleexreI．L㎝ne Peopleex爬IFeIici
v　Naccan ex－e襲Cox v　Stτo㎎son v　Ano町mous v　Rado v　Ak黙墨繭r

SupCt，AD，18tDept SupCt，E瓢eCo SupCちSp㏄亀alTem Famα，CltyNY SupCt，Sp㏄：a置Tem SupCちAD，1霞Dept

1〆20／1953 9〆29／1953 5〆9／1955 4／19／1966 7／11／1967 3／12／1970

281AD741 124NYS2d511 141NYS2d859 50M1麗2d43 54Mlsc2d843 34AD2d526
118NYS2d90 269NYS2d500 283NYS2d483 308NYS2d446

祖父母の一方、わば、母方親族 父方祖父母 母方祖父母縦 父方祖母 母方祖母 母方祖母
父 母 父 母 父方おぱ夫婦（昌養親｝ 父

複数人 1女（20ヵ月） 1人（8歳） 3人 1人（9～10歳） 1人

別居。判決により母が 母死亡。父再婚。父が 父は精神痢院に入院中． 母死亡。父は刑務所に 離婚。母再婚．父が監
監護権を有する。 訪間を拒否し．祖父母 母は精神的に完全でな 入獄中。 綾権を有する。

と不和。 いo

母・母の両親と同居。 父・継母と同居． 半年前に父方おぱ夫婦
の養子となる．

母死亡前は子が頻繁に 紡問権を付与されてい 子の出生後5年闇は同
祖父母の家を訪問し． るが、母の拒否に会う， 居し、4年前に訪問櫓
一時は同居もした。 を付与されている．

X X × O × ×

監護権が子の最良の利 ・裁判所は祖父母の訪 子の最良の利益が損わ 裁判所の訪問権付与櫓
益に反しない限り、裁 問権の裁判権を有し、 れていない限り、裁判 限は、子の福祉の観点
判所は監護を監督する 要保護児童のために 所は実親の監護櫓を奪 から認められるエクィ
ことはでさない． 介入する広範な描限 う循限を有しない。 ティ上の広範な描限に

を有する。 基く。

・裁判所の義務は，何
が子の最良の利益に
有益かを決定するこ
と。

監護権の一部であり． 監護権の一形態である．
その限度で実親の監護
権を制限する。

（1）参昭。 ・（u）参昭。 （置）参照。 祖父母の紡聞権が現実 訪問の継続が子の最良
・親以外の者は．親が に相手方の監護権を制 の利益かどうかは、養
監護に不適格でない 隈するとは信じられな 親の正当な判断の範囲
限り、監護描の一部 い● に属する。

である訪間権を有し
ない。

裁判所が訪問を命ずる （1）参照。 ω参照9 ・裁判所の主たる関心 訪問が子の最良の利益
ことは、当事者間の争 は子の椙祉である． のために必要であるこ
いを悪化させ、子の最 ・子の最良の利益は、 との立証が不十分。

良の利益を損う， 祖父母の心からの愛
情を求めている．

・子の情緒的・心理的
福祉が害されるとき
は、付与命令の変更
・取消が可能。

養義は法的に完全な親 972は親死亡の場合に
であるから、§72の親 のみ祖父母に申立櫓を
死亡の嬰件をみたさな 認めているにすぎない。

『

いo

・養子収養は水続的関

係を形成するから、

養子命令により、訪
問権付与命令は失効
する。

・訪問の継続を認める
ことは、養子収養の
妨げとなる。

祖父母は両親のいざこ 蟻第一次的に監鍾櫓、 訪間権付与命令の効力 訪間櫓付与命令は暫定
ざによってもたらされ 第二次的に訪聞権を については細）参照。 的なものであり、常に
る不利益を甘受しなけ 求めた． 再検討・修正されうる。

れぱるらない。
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当事者陣 母方祖母
父
1
人

母方祖母
父
1
男

父方祖父母巌
母
1
男
（ 10歳）

父方祖父母
母
1
人
（ 3歳）

母方祖父母
父
2
人

父が監綬櫓を有する。 父が監護櫓者（訪問描付 婚姻無効。父は精神病で 父死亡．母が訪問に反対 父が監瞳権を有する。

実親の状況 与命令の変更を求めてい 入院中。母は再婚．
る）．

母・継父と同居．母と継 母・母の両親と同居。 父と同居。

’子の状況 父が養子収養を計画中。

命令により、父の同意の 父母の婚姻無効判決にお
下、訪問権を付与されて いて、母の同意の下、訪

申立人と子との関係 いる． 聞横を付与されている
（その後母が訪問を拒否）。

1訪聞権の許否 ×（臨じ。） X ・（臨じ．） × X

子の福祉が支配的考慮事 適裕な監罐権者である母 裁判所は、子の福祉が著
項である． が反対し、子の福祉が訪 しく損われていることの

問を必須のものとしない 立証なくして、親の監饅
（i期断の根拠 ときは、子の福祉を道徳 権を奪う権限を有しない。

〔●翻所の椎阪
的かつ一時的に向上させ
るためだけに、載判所は

・判断碁準 介入できない。

㈲訪問（権）の意義

父が子の適格な監護権者 父が監饅権を有する適格 ・替なき親の意忌に反し

である場合、祖父母に訪 者である本件において， て裁判所は介入できな

問櫓を認める檀阪を裁判 祖母との纏続的接触は子 い・

㈱監護権との関係
所は有しない。 の椙祉にとって必須では

ない9
・父死亡により、唯一の
権限と意思は母に存し
祖父母は父のそれを有
しない。

㈹参照． ・子の福祉が支配的考慮 ・pa㎜spa面aeとしての 訪問が望ましいというこ
事項である。 裁判所の介入が子の福 との立証だけでは、上紀

・子から大学教青その他 祉にとって必要である 立証として不十分。

㈲子の最良の利益との の利益を奪うことにな ときに訪問権の申立て
りかねない． が認められる。

関係 ・裁判所の強制によって
子の最良の利益は達成
されない。

（》期定法（DgL972）

の解釈

圃慶子収養との関係

肇本件は、父が提起した

その他
婚咽無効判決取消訴訟
である．

（なお，記載なき部分については，詳細が不明である）

四
四


